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年
暮
れ
に
は
Ｊ
Ｏ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
全
国
ハ
ン
ド
ボ

ー
ル
大
会
東
京
選
抜
チ
ー
ム
に

市
内
中
学
生
６
人
が
選
ば
れ
、

全
国
大
会
優
勝
を
果
た
す
と
い

う
明
る
い
話
題
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
田
無
警
察
署
管
内
に

お
け
る
特
殊
詐
欺
被
害
（
オ
レ

オ
レ
詐
欺
な
ど
）
の
認
知
件
数

が
３
年
連
続
で
都
内
ワ
ー
ス
ト

ワ
ン
と
い
う
、
不
名
誉
な
ニ
ュ

ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
多
く
の
市

民
の
方
が
被
害
に
遭
わ
れ
た
許

し
難
い
記
録
で
す
。
市
内
だ
け

の
認
知
件
数
と
被
害
を
見
ま
す

と
、　

年
（　
件
、
約
９
４
０

２５

４３

０
万
円
）、　

年
（　
件
、
約
１

２６

３４

億
８
０
０
万
円
）、　

年
（　
件
、

２７

２４

約
８
７
０
０
万
円
）
と
推
移
し

て
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
大
丈
夫
だ
」と
思
っ

て
い
る
方
こ
そ
被
害
に
遭
い
や

す
い
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
最

近
で
は
、
息
子
や
孫
を
名
乗
り
、

「
携
帯
電
話
番
号
が
変
わ
っ

た
」「
急
い
で
お
金
を
用
意
し

て
」「
自
分
は
警
察
へ
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
だ
か
ら
上
司

が
行
く
」
と
電
話
を
か
け
、
息

子
や
孫
の
代
理
を
か
た
る
者
が

現
金
を
受
け
取
り
に
来
る
「
手

渡
し
型
の
詐
欺
」
が
非
常
に
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
は
防
犯
施
策
と
し
て
、

毎
月
１
回
、駅
前
で
防
犯
協
会・

田
無
警
察
署
と
共
に
オ
レ
オ
レ

詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、

オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
手
口
を
市
民

に
理
解
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、

寸
劇
や
腹
話
術
に
よ
る
「
防
犯

講
演
会
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
田
無
警
察
署
で
は
金
融
機
関

に
協
力
を
呼
び
掛
け
、
昨
年
は

　
件
、
約
９
１
０
０
万
円
の
被

３７害
を
水
際
で
防
止
し
た
と
の
こ

と
で
す
。

　
そ
の
電
話
は
本
当
に
ご
家
族

の
方
か
ら
で
す
か
？　
日
ご
ろ

か
ら
ご
家
族
と
連
絡
を
取
り
合

う
こ
と
も
予
防
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
、

不
審
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
警
察

な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
相
談
窓
口
は
警
視
庁
田
無
警

察
署
☎
４
６
７
・
０
１
１
０
で

す
。

特
殊
詐
欺
被
害
の
撲
滅
へ

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
２
月

に
な
り
新
年
度
へ
向
け
て
の
準

備
が
忙
し
い
時
期
と
な
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
い
か

が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
今

回
の
コ
ラ
ム
は
「
特
殊
詐
欺
被

害
（
オ
レ
オ
レ
詐
欺
な
ど
）
撲

滅
」
に
向
け
て
お
届
け
し
ま
す
。

　
市
内
に
は
湧
水
や
ス
ポ
ー
ツ
、

文
化
な
ど
全
国
に
誇
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
昨 市長

　

高
齢
化
、
医
療
技
術
の
高
度
化

な
ど
に
よ
り
、
医
療
費
は
年
々
増

加
し
て
い
ま
す
。　
医
療
費
に
つ

い
て
関
心
を
お
持
ち
い
た
だ
き
、

医
療
費
を
大
切
に
使
う
た
め
に
も
、

日
ご
ろ
か
ら
、
健
康
管
理
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
安
定
的

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ご

理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

年
８
月
分
の
診
療
費

２７
　

◎
一
般
被
保
険
者
＝
診
療
件
数

　
２
万
４
９
７
５
件
▼
診
療
費　

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
民
税
・
都
民

税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
市
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕

事
な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】夜
間
納
税
相
談
窓
口
＝

２
月　
日
（
木
）
午
後
８
時
ま
で

２５

▼
休
日
納
税
相
談
窓
口
＝
２
月　
２７

　

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る

と
、
次
の
特
別
措
置
が
適
用
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
事
情
が
あ
っ
て
納
付
が
困
難
な

と
き
は
、
必
ず
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
）
ま
た
は
納
税
課
（
同

２
階
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

【
特
別
措
置
の
内
容
】次
の
通
り

　
①
現
在
使
用
し
て
い
る
被
保
険

者
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、
短

期
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

（
短
期
被
保
険
者
証
と
は
、
有
効

期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
の
こ
と

で
す
）

　
②
前
記
①
を
も
っ
て
も
改
善
さ

れ
な
い
と
き
は
、
資
格
証
明
書
の

交
付
や
保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は

全
部
の
差
し
止
め
、
さ
ら
に
保
険

給
付
の
額
が
滞
納
保
険
税
に
充
て

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

　

２
月　
日
（
金
）・　

日
（
金
）

１９

２６

に
夜
間
申
告
相
談
窓
口
を
行
い
ま

す
。
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
５
時

～
８
時
で
す
。
ま
た
、
２
月　
日
２８

（
日
）
に
限
り
、
休
日
申
告
相
談

窓
口
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
夜
間
・
休
日
申
告
相
談

窓
口
で
は
、
電
話
相
談
お
よ
び
証

明
書
の
発
行
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、市

２８

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
、次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　
②
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

　
③
給
与
の
ほ
か
に
地
代
や
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
市
民
税
・
都
民

税
で
は
、
少
額
で
も
申
告
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、市

２８

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

　
※
家
屋
敷
と
は
、
居
住
地
以
外

の
市
区
町
村
内
に
、
自
分
ま
た
は

家
族
が
住
む
こ
と
を
目
的
と
し
た

自
由
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る

独
立
性
の
あ
る
住
宅
（
一
戸
建
て

住
宅
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、

社
宅
な
ど
）
で
す
。
賃
貸
用
の
目

的
で
所
有
し
て
い
る
住
宅
な
ど
の

「
自
己
所
有
で
あ
っ
て
も
他
人
に

貸
し
付
け
る
目
的
で
所
有
し
て
い

る
家
屋
」
ま
た
は
「
現
に
他
人

（
家
族
を
除
く
）
が
居
住
し
て
い

る
家
屋
」
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

前
年
中
に
収
入
の 

な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

前
年
（　
年
）
中
に
、
病
気
・

２７

失
業
・
学
生
な
ど
の
理
由
で
収
入

の
な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面

の
「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」
に

そ
の
旨
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
同
居
者
の
税
法
上
の
扶

養
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

　
※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定

や
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど
の
資

料
と
な
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　

（
１
）前
記「
申
告
が
必
要
な
方
」

の
（
１
）
～
（
３
）
に
該
当
し
、

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税
務
署

に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
者
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る
方

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▼
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
、
前
年
中
の
収
入
金

額
の
分
か
る
書
類
▼
社
会
保
険

料・生
命
保
険
料
･
地
震
保
険
料・

医
療
費
・
寄
附
金
な
ど
の
各
控
除

を
受
け
る
場
合
は
、
前
年
中
に
支

払
っ
た
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
▼

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
国
民
年
金
で
、
前
年
中
に
支

払
っ
た
領
収
書
な
ど
▼
認
め
印

　
※　
年
４
月
か
ら
国
民
年
金
保

２６

険
料
の
「
２
年
前
納
」
制
度
が
始

ま
り
ま
し
た
。
前
納
し
た
２
年
分

の
国
民
年
金
保
険
料
を
、
そ
の
前

納
し
た
日
の
属
す
る
年
分
で
一
括

し
て
申
告
す
る
か
、
前
納
し
た
各

年
分
に
分
割
し
て
申
告
す
る
か
を

選
択
で
き
ま
す
。

お

願

い

　

市
役
所
で
受
け
付
け
で
き
る
確

定
申
告
書
は
、
次
の
も
の
に
限
り

ま
す
。

　
（
１
）提
出
の
み
の
方　
内
容
が

記
入
さ
れ
て
い
て
、
お
預
か
り
す

る
だ
け
の
も
の

　
（
２
）簡
易
な
申
告
の
方　
給
与

や
公
的
年
金
の
み
の
収
入
の
方

（
営
業
、
不
動
産
、
土
地
な
ど
の

譲
渡
な
ど
に
よ
る
収
入
が
あ
っ
た

方
は
提
出
の
み
受
け
付
け
ま
す
）

　
な
お
、
確
定
申
告
書
作
成
の
ご

相
談
の
際
は
、
確
定
申
告
書
の
住

所
・
氏
名
な
ど
分
か
る
と
こ
ろ
は

記
載
し
、
医
療
費
控
除
を
申
告
す

る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
医
療
費

の
合
計
額
の
計
算
を
し
て
き
て
く

だ
さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所
得

税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

還
付
申
告
を
す
る
方
は
、
東
村
山

税
務
署
で
所
得
税
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

２
月　
日
（
月
）
は
、
固

２９

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

４
期
、
国
民
健
康
保
険
税
第

８
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
第
８
期
の
納
期
限
で
す
。

最
寄
り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）・コ
ン

ビ
ニ
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

日
（
土
）・　
日
（
日
）
の
い
ず
れ

２８

も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
【
そ
の
他
】介
護
保
険
料
、保
育

園
保
育
料
、
学
童
保
育
料
は
、
納

付
書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

領
収
し
ま
す

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

６
億
３
万
７
７
２
７
円
（
前
年
度

比
１
０
３
・
８
％
）
▼
１
件
当
た

り
の
金
額　
２
万
４
０
２
６
円

　
◎
退
職
被
保
険
者
＝
診
療
件
数

　
８
８
１
件
▼
診
療
費　
２
５
５

９
万
４
９
４
０
円（
前
年
度
比　
・７７

２
％
）
▼
１
件
当
た
り
の
金
額　

２
万
９
０
５
２
円

　
※
出
典
は
「
国
民
健
康
保
険
毎

月
事
業
状
況
報
告
（　
月
報
）」。

１１

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

　

２
月　
日
（
日
）・　

日
（
日
）

２１

２８

に
限
り
、
午
前
９
時
～
午
後
５
時

に
、
東
村
山
税
務
署
で
確
定
申
告

書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
申
告
書

の
受
け
付
け
な
ど
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
２
日
間
は
電
話
で
の

相
談
、
国
税
の
領
収
、
納
税
証
明

書
の
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
書
は
税
務
署
に 

郵
送
で
提
出
で
き
ま
す

　

申
告
書
の
「
控
え
」
が
必
要
な

方
は
、「
控
え
」
に
住
所・氏
名
な

ど
を
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
の
上
、

切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
の
封
筒
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
定
申
告
書
な
ど
が

作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
申
告
書
を
作
成
し
、
印
刷

し
て
そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

同
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://

         

www.nta.go.jp
             /  
）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け

が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
、
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
２
月　
日
（
火
）
～
３
月　
日
（
火
）
で
す
。

１６

１５

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

は
市
役
所
で
受
け
付
け
ま
す
。
各
会
場
と
も
車
で
の
来
場
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
税
の
確
定
申
告

申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

〒
１
８
９
倆
８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町
１
ノ　
ノ　
２０

２２

☎
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

所
得
税
、
市
民
税
・
都
民
税
な
ど

申
告
書
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

申
告
と
相
談
は
市
役
所
課
税
課
市
民
税
係

（
市
役
所
２
階
）
へ

☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３
７
）

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
をを

開
設
し
ま

開
設
し
ま
すす

　

年
８
月
分
の
診
療
費
を

２７

お
知
ら
せ
し
ま
す

国
民
健
康
保

国
民
健
康
保
険険

国
民
健
康
保
険

滞
納
世
帯
特
別
措
置
に
つ
い
て

市民税・都民税の申告会場
受付時間日程会場

午前８時半～１１時、
午後１時～５時

２月１６日（火）
～３月１５日（火）

市役所２階
２０４・２０５会議室

午後５時～８時２月１９日（金）
　・２６日（金）

【夜間相談窓口】
市役所２階　課税課

午前９時～１１時、
午後１時～４時２月２８日（日）【休日申告相談窓口】

市役所２階　課税課
※夜間・休日相談窓口では、電話相談、証明書などの発行は行いません。

市
税
な
ど
の
納
付
に 

ご
協
力
く
だ
さ
い

◀
オ
レ
オ
レ
詐
欺
防
止
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
チ
ラ
シ
を
配
布


